
�金沢市監査公表第３号
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第１項及び第４項の規定により実施した財務事務監査の結果に関する

報告を次のとおり決定したので､ 同条第９項の規定により当該報告を公表します｡

平成24年３月21日

金沢市監査委員 篠 田 健

金沢市監査委員 中 島 秀 雄

金沢市監査委員 高 村 佳 伸

金沢市監査委員 苗 代 明 彦

第１ 監査の概要

１ 監査の対象部局及び実施期間

２ 監査を執行した監査委員

篠田 健､ 中島秀雄､ 高村佳伸､ 苗代明彦

３ 監査の範囲

平成23年度における財務に関する事務 (ただし､ 必要と認められた平成22年度以前の事務を含む｡)

４ 監査の対象項目� 収入に関する事務� 支出に関する事務
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� 契約に関する事務� 財産管理に関する事務� その他必要と認める項目

５ 監査の方法

財務に関する事務が法令等に従って適正かつ効率的に行われているかを主眼として監査を実施した｡

また､ 監査にあたっては､ あらかじめ関係資料の提出を求め､ 抽出により諸帳簿等の関係書類等について調査

を行うとともに､ 関係職員から説明を聴取した｡

第２ 監査の結果

財務に関する事務の執行は､ 監査した範囲においてはおおむね適正に執行されていると認められたが､ 一部に

次のとおり改善を必要とする事項等があったので､ 内容を十分把握して適切な措置を講じられたい｡

なお､ 軽微な事項については､ 関係課長に改善を促したので､ 記述を省略した｡

1 収入に関する事務� 未収金管理事務

[改善意見 (改善が望まれる事項)]

① 母子寡婦福祉資金貸付金の償還について､ 収納率が逓減傾向にあるので､ 状況に応じて保証人への請求や

法的措置を適切に適用するなど徴収体制を強化し､ 収納率の向上に一層努めることが望まれる｡

【福祉総務課】

② 保育料の収納について､ 収入未済額が多額となっているので､ 状況に応じて滞納処分を行うなど徴収体制

を強化し､ 収入未済額の減少に一層努めることが望まれる｡

また､ 保育料等の収納方法については､ より効率的・効果的なものとなるよう工夫・改善に取り組むこと

が望まれる｡

【こども福祉課】� 延滞金徴収事務

[指摘事項 (改善を必要とする事項)]

① 生活保護費返還金､ 介護保険料､ 老人保護措置費等負担金及び保育料に係る延滞金について､ 財政状況の

厳しい折､ 負担の公平性を確保する観点からも､ 徴収体制を強化する必要がある｡

【生活支援課､ 介護保険課､ 長寿福祉課､ こども福祉課】

② 下水道事業受益者負担金､ 下水道使用料及び公法上の債権として取り扱っているガス料金に係る延滞金に

ついて､ 財政状況の厳しい折､ 負担の公平性を確保する観点からも､ 徴収体制を強化する必要がある｡

【建設課､ お客さまサービス課】

[改善意見 (改善が望まれる事項)]

国民健康保険料に係る延滞金の徴収について､ 財政状況の厳しい折､ 負担の公平性を確保する観点からも､

一層強化することが望まれる｡

【医療保険課】� 減免事務

[改善意見 (改善が望まれる事項)]

国民健康保険料の減免については､ 条例では限定的に規定しているが､ 実務は要綱により現実的な運用を行っ

ているので､ 条例と要綱の整合性を図り､ 市民に分かりやすいものとすることが望まれる｡

【医療保険課】� 債権管理事務

[改善意見 (改善が望まれる事項)]

水道料金については､ 私法上の債権とされていることから､ 債権管理のあり方を見直すことが望まれる｡

【お客さまサービス課】�金沢市監査公表第４号
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第２項の規定により実施した行政監査の結果に関する報告を次のとお

り決定したので､ 同条第９項の規定により当該報告を公表します｡

平成24年３月21日
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金沢市監査委員 篠 田 健

金沢市監査委員 中 島 秀 雄

金沢市監査委員 高 村 佳 伸

金沢市監査委員 苗 代 明 彦

第１ 監査の概要

１ 監査のテーマ及び選定理由� 監査のテーマ

｢公用車の管理について｣� テーマの選定理由

本市では広大な市域を有し､ 行政事務を迅速かつ効率的に行うため､ 各課､ 各施設において公用車を保有し

管理運用している｡ 公用車は､ 事務執行のうえで､ 必要不可欠なものとなっているが､ 厳しい財政運営を迫ら

れている状況にあって取得費や修繕費､ 燃料費等維持管理費に多額の経費を要することから保有台数は必要最

小限の範囲とし､ 効果的・効率的な利用が求められているところである｡

そこで､ 公用車の保有､ 管理運用の実態を把握するとともに､ 公用車が適正に配備されているか､ 有効に活

用されているか､ 管理方法は適切か､ 環境や経済性に配慮されているかなどについて監査を実施し､ 公用車の

適切な管理と活用に資するものである｡

２ 監査の対象� 監査の対象課

総務課､ 行政経営課� 監査の対象車両

平成23年４月１日に金沢市が管理していた公用自動車 (消防自動車､ 救急用自動車､ 大型特殊自動車及び二

輪車を除く｡)

３ 監査の期間

平成23年６月６日から平成24年３月９日まで

４ 監査の方法

公用車の管理が適切に行われているかを主眼において､ あらかじめ必要があると認められる監査資料の提出を

求め､ 書面調査及び関係職員から説明聴取を行った｡

また､ 公用車の稼働状況等については､ 所管の課から調査資料の提出を求め､ 書面調査及び実地調査を行った｡

５ 監査の着眼点� 公用車は効率的に運用されているか｡� 環境対策に対する取り組みは行われているか｡� 公用車は適切に維持管理されているか｡� 車両の点検及び整備は適切になされているか｡� 安全運行対策は十分にされているか｡

６ 監査を執行した監査委員

篠田 健､ 中島秀雄､ 高村佳伸､ 苗代明彦

第２ 監査の結果

監査の対象とした公用車の管理については､ おおむね適切に行われていると認められた｡

なお､ 公用車の管理状況及び改善意見は､ 以下のとおりである｡

１ はじめに

本市では､ 各課で購入等により取得した公用車は､ 備品として管理され､ 事務決裁規則に基づき所管課長や出

先機関の長等が車両の運行計画を決定している｡

総務課では､ 企業局で管理する車両を除く公用車に対して､ 財務規則に基づき保険加入手続を行っているが､

公用車を全庁的に一括で管理する所管課がない状況となっている｡

また､ 庁内ＬＡＮの施設予約カレンダーを活用し､ 公用車を保有していない課が共有車として使用できるシス

テムを稼働させ利用促進を図っている｡

２ 保有状況について� 車種別､ 保有形態別等の保有状況
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ア 車種別､ 保有形態別の保有状況

車種別保有台数の構成は､ 次のとおりである｡

車種別の状況をみると､ 軽自動車が270台 (54.2％) を占めており､ 次いで特殊車90台 (18.1％)､ 小型自

動車84台 (16.9％)､ 普通自動車29台 (5.8％)､ 乗合自動車25台 (5.0％) となっている｡

特殊車90台のうち65台は､ ごみ収集業務に使用する塵芥車である｡
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(単位：台・％)

車 種
保有形態

合計 構成比
購入 リース 寄附

普通自動車 29 － － 29 5.8

小型自動車 81 2 1 84 16.9

軽 自 動 車 193 75 2 270 54.2

特 殊 車 89 － 1 90 18.1

乗合自動車 24 － 1 25 5.0

合 計 416 77 5 498 100.0

構 成 比 83.5 15.5 1.0 100.0

※ 道路運送車両法施行規則による区分

普通自動車：排気量､ 長さ､ 幅､ 高さが小型より大きいもの

小型自動車：排気量2,000�以下､ 長さ4.7ｍ以下､ 幅1.70ｍ以下､ 高さ2.0ｍ以下
軽 自 動 車：排気量660�以下､ 長さ3.4ｍ以下､ 幅1.48ｍ以下､ 高さ2.0ｍ以下
特 殊 車：特殊な構造を有する車両､ (清掃車､ 除雪作業用車両など)

乗合自動車：普通自動車で乗車定員11名以上､ (ふらっとバス､ スクールバスなど)



保有形態別の構成は､ 次のとおりである｡

保有形態別では､ 購入が416台 (83.5％)､ リース77台 (15.5％)､ 寄附５台 (1.0％) となっている｡ リー

ス車77台のうち70台は､ 企業局の保有である｡

イ 局別の保有状況
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(単位：台・％)

車 種

局 名

普 通

自動車

小 型

自動車

軽

自動車
特殊車

乗 合

自動車
合 計 構成比

市 長 公 室 2 1 1 － － 4 0.8

都 市 政 策 局 1 7 14 － 15 37 7.4

総 務 局 － 2 7 － － 9 1.8

産 業 局 1 6 16 － － 23 4.6

市 民 局 － 8 12 1 － 21 4.2

福 祉 健 康 局 1 9 48 5 － 63 12.7

環 境 局 2 17 13 65 － 97 19.5

都 市 整 備 局 13 7 35 13 － 68 13.7

市 立 病 院 － 1 － － － 1 0.2

農業委員会事務局 － 1 － － － 1 0.2

教 育 委 員 会 2 15 13 2 8 40 8.0

議 会 事 務 局 2 － － － 1 3 0.6

消 防 局 1 2 6 1 1 11 2.2

企 業 局 4 8 105 3 － 120 24.1

合 計 29 84 270 90 25 498 100.0



局別の保有状況をみると､ 企業局が120台 (24.1％) で最も多く､ 環境局97台 (19.5％)､ 都市整備局68台

(13.7％)､ 福祉健康局63台 (12.7％)､ 教育委員会40台 (8.0％)､ 都市政策局37台 (7.4％) となっており､ こ

れら合計425台で､ 全体の85.4％を占めている｡� 経過年数別､ 走行距離別の保有状況

ア 経過年数別の保有状況

保有する車両の取得後からの経過年数をみると､ ３年未満70台 (14.1％)､ ３～５年未満62台 (12.4％)､

５～７年未満75台 (15.1％)､ ７～９年未満67台 (13.5％)､ ９～11年未満86台 (17.3％) となっており､ そ

れぞれの経過年数の区分によって大幅な増減が見られず､ 計画的な更新が実施されてきていることがうかが

える｡ しかしながら11年以上経過している車両が138台 (27.6％) となっている｡
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(単位：台・％)

経過年数

車種

３ 年

未 満

３～５

年未満

５～７

年未満

７～９

年未満

９～11

年未満

11～13

年未満

13 年

以 上
合 計

普 通 自 動 車 2 － 3 3 10 6 5 29

小 型 自 動 車 4 12 10 9 10 11 28 84

軽 自 動 車 41 33 29 35 59 25 48 270

特 殊 車 15 15 31 15 6 3 5 90

乗 合 自 動 車 8 2 2 5 1 3 4 25

合 計 70 62 75 67 86 48 90 498

構 成 比 14.1 12.4 15.1 13.5 17.3 9.6 18.0 100.0



イ 走行距離別の保有状況

保有する車両の走行距離をみると､ ５～７万キロ未満の車両が114台 (23.6％) と最も多く､ 次いで９万

キロを超え走行距離が長くなっている車両が110台 (22.8％) となっている｡

ウ 経過年数別､ 走行距離別の保有状況

保有する車両を経過年数別､ 走行距離別にみると､ 経過年数が車両更新基準に達しているものの､ 走行距

離が基準に達していない車両 (上表の網掛け部分) が49台 (12.8％) となっている｡

なお､ 23年度に車両更新基準を満たしている車両は43台で､ 内訳は､ 普通自動車２台､ 小型自動車14台､

軽自動車27台となっている｡

※ 車両更新基準 (平成23年度予算要求時､ 車検を迎えるもの)

軽自動車 経過年数８年以上､ 走行距離７万キロ以上

平成24年(2012年)３月21日 第 2721 号の２ 金 沢 市 公 報

― 7―

(単位：台・％)

(注) ふらっとバス (15台) 除く｡

走行距離

車種

１万㎞

未 満

１～３万

㎞ 未 満

３～５万

㎞ 未 満

５～７万

㎞ 未 満

７～９万

㎞ 未 満

９～15万

㎞ 未 満

15万㎞

以 上
合 計

普 通 自 動 車 － 7 5 4 4 8 1 29

小 型 自 動 車 － 6 14 24 16 23 1 84

軽 自 動 車 21 45 65 71 41 26 1 270

特 殊 車 6 8 7 11 12 42 4 90

乗 合 自 動 車 1 － － 4 1 2 2 10

合 計 28 66 91 114 74 101 9 483

構 成 比 5.8 13.7 18.8 23.6 15.3 20.9 1.9 100.0

(単位：台・％)

(注) 特殊車 (90台)､ 乗合自動車 (25台) 除く｡

走行距離

経過年数

１万㎞

未 満

１～３万

㎞ 未 満

３～５万

㎞ 未 満

５～７万

㎞ 未 満

７～９万

㎞ 未 満

９～15万

㎞ 未 満

15万㎞

以 上
合 計

３ 年 未 満 19 24 3 1 － － － 47

３～５年未満 1 19 17 7 1 － － 45

５～７年未満 － 8 22 10 1 1 － 42

７～９年未満 － 1 14 21 4 6 1 47

９～�年未満 1 1 13 31 18 14 1 79�～�年未満 － 1 5 13 13 10 － 42� 年 以 上 － 4 10 16 24 26 1 81

合 計 21 58 84 99 61 57 3 383

構 成 比 5.5 15.1 21.9 25.9 15.9 14.9 0.8 100.0



ダンプ 経過年数８年以上､ 走行距離９万キロ以上

トラック 経過年数９年以上､ 走行距離９万キロ以上

その他のバン等 経過年数10年以上､ 走行距離９万キロ以上� 低公害車の保有状況

天然ガス車等の低公害車の保有台数は130台で､ 公用車全体に占める割合は26.1％となっている｡ その内訳

は､ 天然ガス車126台 (構成比25.3％)､ ハイブリッド車３台 (同比0.6％)､ 電気自動車１台 (同比0.2％) となっ

ている｡

なお､ 23年度においても､ 車両更新の際､ 電気自動車２台を導入しており､ 充電施設の充実も図りながら低

排出ガスへの取り組みを進めている｡� まとめ

ア 保有形態の見直し

公用車の保有形態については､ 現在８割以上が購入となっているが､ 一部にはリース車が導入されており､

他の地方公共団体でもリース車の導入事例がみられる｡ 今後の公用車の保有形態については､ 環境面にも配

慮しつつ､ 目的や用途に応じた様々な保有形態を比較検討されたい｡

イ 計画的な車両更新

経年による老朽化が進んでいる車両については､ 厳しい財政状況の中ではあるが､ 事故等を未然に防止し､

安全に業務を遂行するためにも車両の状態を検証のうえ､ 計画的な車両更新を行うことが望まれる｡

３ 使用状況について� 車種別稼働率の状況

公用車の平均稼働率は78.6％で､ 車種別の内訳をみると､ 軽自動車79.8％､ 小型自動車79.4％､ 普通自動車

65.0％となっている｡
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(単位：台・％)

車 種 保有台数
天然ガス車 ハイブリッド車 電気自動車 合計

普通自動車 29 1 － － 1

小型自動車 84 2 3 － 5

軽 自 動 車 270 107 － 1 108

特 殊 車 90 12 － － 12

乗合自動車 25 4 － － 4

合 計 498 126 3 1 130

構 成 比 25.3 0.6 0.2 26.1

(単位：台・％)

※１ 稼働率＝
運行日数

開庁日数
×100

※２ 22年度の開庁日数は243日である｡

(注) 特殊車 (90台)､ 乗合自動車 (25台)､ 22年度軽自動車新規取得車 (11台) 除く｡

稼働率

車種
20％未満

20～40

％未満

40～60

％未満

60～80

％未満
80％以上 合 計

平 均

稼働率

普 通 自 動 車 5 4 1 6 13 29 65.0

小 型 自 動 車 3 1 6 25 49 84 79.4

軽 自 動 車 3 9 30 57 160 259 79.8

合 計 11 14 37 88 222 372 78.6

構 成 比 2.9 3.8 9.9 23.7 59.7 100.0



� 車種別回転数の状況

１日当たりの運転回数を示す平均回転数は､ 小型自動車や軽自動車が1.2回で､ 普通自動車では0.8回となっ

ている｡� 経過年数別､ 稼働率の状況

稼働率を経過年数別にみると､ ３～５年未満が91.8％と最も高く､ 経過年数が多くなるに従って平均稼働率

は減少している｡� 共有車の状況

本庁舎における共有車は27台で､ 稼働率は82.7％となっており､ 1日当たりの運転回数は1.3回となっている｡

しかしながら､ 23年12月現在において､ 常時自課で使用するよう長期に予約済みとなっているものが11台あ

り､ 公用車を保有していない課が予約可能な共有車の台数は実質的に16台となっている｡� 稼働率の低い車両

本庁舎を保管場所とする車両で共有車やごみ回収パトロールなど特定用途の車両を除いたもののうち､ 平均

稼働率に達していない車両は次のとおりである｡
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(単位：台・回)

※１ 回転数＝
運行回数

開庁日数
×100

※２ 22年度の開庁日数は243日である｡

(注) 特殊車 (90台)､ 乗合自動車 (25台)､ 22年度軽自動車新規取得車 (11台) 除く｡

回転数

車種
0.5未満

0.5～1.0

未 満

1.0～1.5

未 満

1.5～2.0

未 満

2.0～2.5

未 満
2.5以上 合 計

平 均

回転数

普 通 自 動 車 8 10 8 2 1 － 29 0.8

小 型 自 動 車 4 19 39 17 3 2 84 1.2

軽 自 動 車 12 83 80 65 17 2 259 1.2

合 計 24 112 127 84 21 4 372 1.2

構 成 比 6.5 30.1 34.1 22.6 5.6 1.1 100.0

(単位：台・％)

(注) 特殊車 (90台)､ 乗合自動車 (25台)､ 22年度軽自動車新規取得車 (11台) 除く｡

稼働率

車種
20％未満

20～40

％未満

40～60

％未満

60～80

％未満
80％以上 合 計

平 均

稼働率

３ 年 未 満 － － 3 6 27 36 88.5

３～５年未満 － － 2 3 40 45 91.8

５～７年未満 － 1 1 8 32 42 85.6

７～９年未満 － 3 4 17 23 47 77.4

９～�年未満 1 1 15 23 39 79 76.1�～�年未満 2 2 4 9 25 42 76.1� 年 以 上 8 7 8 22 36 81 68.3

合 計 11 14 37 88 222 372 78.6

※ 局内等に限定し共有している車両を除く｡

台 数 平均稼働率 平均回転数

27台 82.7％ 1.3回



� 行政改革実施計画に基づく公用車の見直し

行政改革推進本部により策定された ｢金沢市行政改革実施計画｣ (集中改革プラン) のなかで事務事業の見

直しを行うこととしており､ その項目の一つとして､ 行政経営課では､ 公用車の効率的な利用を図るため､ 22

年度に稼働実態を調査している｡ 調査結果に基づき､ 稼働率が低い車両については､ 車両の所管課に対して廃

車 (１台) や専有車を共有車 (３台) にするよう指導を行っている｡

また､ 23年度においても､ 引き続き効率的な利用促進のため､ 稼働状況を把握する実態調査を実施している｡� まとめ

ア 公用車の有効利用

各課で専有し使用している車両のうち稼働率の低い車両については予約可能な共有車両に転換するなど､

一層効率的な活用が図られるよう望まれる｡

イ 公用車管理のあり方

稼働率の状況などをみると､ まだ効率的な配車に工夫の余地があることから､ 公用車の計画的な利用や相

互利用をより主導的に行うため､ 本庁舎における共有車を集中管理することも視野に入れ､ 将来に向けて公

用車管理のあり方を検討されたい｡

４ 管理状況について� 保管場所の状況

本庁舎を保管場所とする車両は124台であり､ 福祉健康センターなど本庁舎以外を保管場所とする車両は253

台､ 企業局庁舎は90台､ 城北水質管理センターや港エネルギーセンター等には31台が保管されている｡ なお､

民有地を借り上げている借用駐車場はない｡
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(単位：年・％)

局 名 車 名 経過年数 稼働率

福 祉 健 康 局 スズキ エブリイ 2 59.7

福 祉 健 康 局 スバル レガシー 13 66.3

環 境 局 トヨタ プリウス 12 68.7

環 境 局 スバル サンバー 13 71.6

都 市 整 備 局 スバル ステーションワゴン 12 72.4

産 業 局 スバル サンバー 8 74.9

都 市 政 策 局 ニッサン ＡＤバン 15 76.5

市 長 公 室 ダイハツ ハイゼットカーゴ 10 77.0

(単位：台)

車 種
本庁舎分 企業局庁舎分 民有地

借 上
合 計

本庁舎 本庁舎以外 局庁舎 局庁舎以外

普通自動車 7 18 2 2 － 29

小型自動車 34 42 4 4 － 84

軽 自 動 車 77 87 84 22 － 270

特 殊 車 5 82 － 3 － 90

乗合自動車 1 24 － － － 25

合 計 124 253 90 31 － 498



� 年間維持管理費の状況

ア 燃料費

公用車498台中電気自動車1台を除く497台 (内訳：ガソリン車251台､ 軽油車117台､ 天然ガス車126台､ ハ

イブリッド車３台) の燃料費は､ 合計で6,243万５千円で､ １台当たり12万６千円となっている｡

イ 修繕費

車検､ 点検に伴う修理及び不具合箇所の修理などの費用は､ 合計で3,417万６千円で､ １台当たり６万９

千円となっている｡

ウ 車検料

22年度中に車検整備の時期が到来した公用車は279台であり､ 費用は4,163万９千円となっている｡

エ 車両借上料

リース車両77台における車両借上料は､ 1,487万２千円で､ １台当たり19万３千円となっている｡

オ 保険料等

保険料等は自賠責保険料､ 任意保険料､ 重量税である｡

【自賠責保険料】

22年度中に新規取得や車検整備の際に加入する自動車損害賠償責任保険料は279台分､ 570万６千円

となっている｡

【任意保険料】

公用車に生じる偶発的な事故による損害を補てんするため､ 社団法人全国市有物件災害共済会の任

意保険に加入しており､ 全498台分の任意保険料合計額は939万４千円となっている｡

【重量税】

自動車及び軽自動車に対して課されている国税であり､ 車検等の際に納付するものである｡ 税率は

自動車の区分､ 重量に応じて定められている｡

22年度中に新規取得や車検期間が満了し車検を受けた292台の重量税納付額は593万５千円となって

いる｡

カ その他経費
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(単位：千円)

車 種
保 有

台 数
燃料費 修繕費 車検料

車 両

借上料

保 険

料 等

その他

経 費
合 計

１台当たり

維持管理費

普通自動車 29 3,685 1,233 3,085 － 1,932 31 9,966 344

小型自動車 84 9,851 2,581 6,051 1,128 3,559 307 23,477 279

軽 自 動 車 270 15,671 4,608 6,649 13,744 6,473 499 47,644 176

特 殊 車 90 33,037 13,018 15,223 － 7,604 52 68,934 766

乗合自動車 25 191 12,736 10,631 － 1,467 － 25,025 1,001

合 計 498 62,435 34,176 41,639 14,872 21,035 889 175,046 351

維持管理費 ◆ １台当たり維持管理費



オイル交換､ ワイパー､ 電球､ バッテリー液などの自動車関係消耗品であり､ 合計で88万9千円となって

いる｡

キ １台当たりの維持管理費

１台当たりの維持管理費は平均35万１千円となっており､ ふらっとバス等の乗合自動車100万１千円が最

も多く､ 次に塵芥車等の特殊車76万６千円が多くなっている｡ 一方､ 軽自動車は17万６千円と少なくなって

いる｡� 燃費の状況

公用車の燃費 (給油１リットル当たりの走行距離) は6.1㎞で､ 車種別では､ 軽自動車が10.4㎞で最も良く､

次いで小型自動車8.0㎞､ 普通自動車7.6㎞であり､ 乗合自動車 (4.7㎞) や特殊車 (4.0㎞) の燃費が悪くなって

いる｡� 定期点検整備の状況

定期点検整備は道路運送車両法 (昭和26年法律第185号) 第48条第１項に基づき実施が義務付けられている

が､ 前回平成10年度行政監査で指摘した時と状況が変わっておらず､ 車検時以外の定期点検整備は清掃車両79

台､ 消防局の公用車10台などを除き実施されていなかった｡

また､ 国土交通省北陸信越運輸局石川運輸支局から本市あてに定期点検整備の実施の徹底を図るよう通知が

あり､ 総務課では23年９月27日付けで各課に直ちに実施するよう通知している｡� 安全運転管理者､ 整備管理者の選任状況

道路交通法 (昭和35年法律第105号) 第74条の３によると､ 使用の本拠ごとに乗車定員11人以上の自動車に

あっては１台､ その他の自動車にあっては５台以上を管理する場合は安全運転管理者を選任しなければならな

いとされている｡ 安全運転管理者は､ 運転者に対して交通安全教育､ その他安全な運転に必要な業務を行わな

ければならないと規定されている｡

また､ 道路運送車両法第50条第１項では､ 乗車定員30人以上の自動車が１台以上など一定の要件に該当する

場合､ 整備管理者を選任しなければならないとされている｡
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(単位：台・�・㎞/�)
(注) ふらっとバス (15台)､ スクールバス (７台)､ 22年度新規取

得車 (16台)､ 天然ガス車､ ハイブリッド車､ 電気自動車除く｡

車 種 対象台数 平均月間給油量 燃 費

普通自動車 28 91.7 7.6

小型自動車 79 78.0 8.0

軽 自 動 車 161 50.5 10.4

特 殊 車 77 295.5 4.0

乗合自動車 3 125.8 4.7

合 計 348 114.9 6.1

(単位：人)

局 名
安全運転管理者 副安全運転管理者 整備管理者

選任義務 人 数 選任義務 人 数 選任義務 人 数

総 務 局 1 1 － － － －

産 業 局 1 1 － － － －

福 祉 健 康 局 7 7 － － － －

環 境 局 3 3 2 2 － －

都 市 整 備 局 4 4 1 1 1 1

教 育 委 員 会 3 3 － － － －

議 会 事 務 局 1 1 － － － －

消 防 局 4 4 － － 1 1

企 業 局 4 4 5 5 12 12

合 計 28 28 8 8 14 14



本市の事務決裁規則では所管の公用車の運行計画の決定は所管課長又は出先機関の長等となっていることか

ら､ 原則､ 所管課又は出先機関で安全運転管理者や整備管理者を選任している｡� 交通事故の発生状況

� 整備状況の実地調査

本庁舎を保管場所とする124台のうち無作為に抽出した26台を実地調査した｡

安全運転に直結するタイヤ､ 灯火装置及び方向指示器､ ウインド・ウォッシャー及びワイパーを点検項目と

して調査したところ､ タイヤの摩耗が進んでいる例や年間を通じてスタッドレスタイヤを装着しているものが

見受けられた｡� まとめ

ア 定期点検整備の実施

10年度の行政監査で指摘したにもかかわらず､ 未だに定期点検整備がほとんど実施されていない状況が続

いている｡ 率先して法令を遵守すべき立場にあることを踏まえ､ 適切な整備が実施されるよう継続的に指導

されるとともに､ 点検時期情報の一括管理など定期点検整備の徹底に向けた仕組みづくりに取り組まれたい｡

イ 安全運転管理者､ 整備管理者の選任等

法令上､ 一定の要件に該当する場合､ 安全運転管理者や整備管理者を選任しなければならないとされてい

ることから､ 適切に選任するよう指導されたい｡ また､ 安全運転管理者等がその責務を確実に遂行するよう

指導を徹底されたい｡

ウ 事故防止対策

実地調査において､ タイヤの摩耗が進んでいる例などが見受けられたが､ 車両の整備不良による事故が発

生した場合､ 管理責任が問われることから､ 所管課長等に対し日頃の車両管理や点検整備など徹底した安全

運行管理について指導を行い､ 事故防止に努められたい｡

５ まとめ (改善意見)

公用車の維持管理費については22年度で１億7,500万円余と多額の経費を要しており､ 車両の保有は必要最小

限にとどめなければならない｡ また､ その使用については事故防止､ 安全運転の観点から､ 常に適切な運行管理

を行う必要がある｡

今回の監査では､ 経年により老朽化が進んでいる車両や､ 特定用途のものを除く専有車の一部で稼働率の低い

車両が見受けられた｡ また､ 一部の車両を除き法令上義務づけられている定期点検整備が未実施であったり､ 実

地調査において､ タイヤの摩耗が進んでいる例などが見受けられた｡

今後は､ 全庁的な視点で公用車全体を把握した上で､ その管理のあり方や保有形態の見直しを検討されるとと

もに､ 管理状況や稼働状況などを勘案しつつ､ 共有車への転換や車両の状態を検証のうえ車両更新を行うなど､

より一層の効率的な運用と適切な管理に努められたい｡

また､ 安全運行管理が適切に行われるよう､ 安全運転管理者等に対しその職責を十分認識させるとともに､ 日

頃の車両管理や点検整備に万全を期すよう指導を徹底されたい｡

なお､ 公用車のあり方について､ 目的や用途に応じた様々な保有・利用形態の比較検討や民間委託を含めた管

理のあり方を研究されたい｡
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(単位：件)

交通事故の発生件数は､ 22年度は33件と前年度に比べ９件増加している｡

区 分 22年度 21年度 増 減

本 市 加 害 5 4 1

本 市 被 害 6 3 3

双 方 過 失 9 9 0

自 損 事 故 13 8 5

計 33 24 9



平成24年(2012年)３月21日 第 2721 号の２ 金 沢 市 公 報

― 14 ―

平成24年(2012年)３月21日 印刷 発行人 金 沢 市
平成24年(2012年)３月21日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


